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定款一部変更に関するお知らせ 

 

 

当社は、本日開催の取締役会において、「定款一部変更の件」を本年 1月 28日に開催予定の第 27回定時株主総

会に付議することを決議いたしましたので、下記の通りお知らせいたします。 

 

 

記 

 

1. 提案理由 

経営環境の変化に迅速に対応できる新規事業への取り組み及び経営体制構築及び経営基盤の一層の強化と充

実を図るためにお願いするものであります。 

 

２.定款変更の内容 

変更の内容は次のとおりであります。 

（下線は変更部分を示します） 

 

現行定款 変更案 

第１条       （条文省略） 

 

（目的） 

第２条 当会社は、次の事業を営むことを目的とする。 

１．１． 集積回路、半導体素子等の電子部品の製造・開発・販

売 

（新設） 

２．電気機械器具の卸売業 

３．ソフトウェアの設計及び製造 

（新設） 

４．労働者派遣事業                

５．有料職業紹介事業 

６．事務機消耗品の販売 

７．前各号に附帯する一切の事業                

 

第１条     （現行どおり） 

 

（目的） 

第２条 当会社は、次の事業を営むことを目的とする。 

1. 集積回路、半導体素子等の電子部品の製造、開発、 

販売及び保守 

２．半導体関連装置の設計、製造、販売及び保守 

３．電気機械装置の設計、製造、販売、賃貸及び保守 

４．ソフトウェアの設計、製造、販売及び保守 

５．環境関連事業の取組み及び環境関連装置の設計、 

製造、販売、賃貸及び保守 

６．労働者派遣事業 

７．有料職業紹介事業 

  （削除） 

８．前各号に附帯する一切の事業 

 



第３条乃至第１９条  （条文省略） 

 

（代表取締役及び役付取締役の選定） 

第２０条 代表取締役は、取締役会の決議で定める。 

２ 取締役会の決議をもって、代表取締役の中から取締役

社長１名を選定し、取締役の中から取締役副社長、専務取

締役、常務取締役各若干名を選定することができる。 

３ 取締役会の決議をもって、前項の役付取締役の中か 

ら会社を代表する取締役を定めることができる。 

４ 取締役社長は、当会社の業務を統轄する。 

 

第２１条乃至第３３条  （条文省略） 

 

第３条乃至第１９条  （現行どおり） 

 

（代表取締役及び役付取締役の選定） 

第２０条 代表取締役は、取締役会の決議で定める。 

２ 取締役会の決議をもって、代表取締役の中から取締役

社長１名を選定し、取締役の中から取締役会長１名、取締

役副社長、専務取締役及び常務取締役各若干名を選定する

ことができる。 

（削除） 

３ 取締役社長は、当会社の業務を統轄する。 

 

第２１条乃至第３３条  （現行どおり） 

 

 

以上 


